
○大野市スポーツ競技及び文化振興に関する全国大会等の出場費補助金交付要綱

令和３年３月２９日

告示第１０６号

（趣旨）

第１条 この要綱は、スポーツ競技力の向上及び文化活動の推進を図るため、全国大会等に出場又は参加

する団体又は個人（小中学校が行う教育活動によるものを除く。）に対し、経費の一部を補助すること

について、大野市補助金等交付規則（昭和５７年規則第３号）に定めるもののほか、必要な事項を定め

るものとする。

（補助対象の大会）

第２条 補助の対象となる大会は、国、地方公共団体、公益法人又は市長が適当と認めるものが主催し、

又は共催する大会であって、営利を目的としないもののうち、次に掲げる大会とする。

(1) ブロック大会 福井県大会以上の大会において選抜され、又は福井県競技団体等の推薦を受けて出

場し、又は参加する７都道府県以上の規模の大会とする。ただし、小中学生が出場し、又は参加する

大会については、３都道府県以上の規模の大会とする。

(2) 全国大会 福井県大会以上の大会又はブロック大会において選抜され、又は福井県競技団体等の推

薦を受けて出場し、又は参加する１６都道府県以上の規模の大会とする。

(3) その他前２号に準ずる規模の大会であって、選抜によらずに出場し、又は参加するもので、市長が

特に認める大会

（補助対象者及び申請者）

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、大野市に住所を有し、かつ、

大会等の規定に基づき大会の出場者として登録された選手、監督及び伴奏者等とする。ただし、監督及

び伴奏者等のうち１名を補助の対象とする。

２ 補助金の申請を行う者（以下「申請者」という。）は、補助対象者、当該補助対象者が所属する団体

の長又は補助対象者の保護者等とする。

（補助対象経費）

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、大会開催地までの往復に要する交

通費、バス借上料、機材等の輸送費及び宿泊料とする。

２ 前項に規定する交通費は必要最低限で最も経済的な経路を利用した場合の額とし、宿泊料については、

大野市職員等の旅費に関する条例（令和７年条例第２号）に規定する旅費相当額とする。ただし、現に

支払うべき宿泊料が当該旅費相当額を下回る場合は、当該宿泊料とする。



（補助金の額）

第５条 補助金の額は、補助対象経費から主催者が補助する額を除いた額に、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とし、３００，０００円を限度とする。ただし、１,０００円

未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 一般の団体又は個人 ３分の１以内

(2) 小中学生の団体又は個人 ２分の１以内

２ 第２条第１項第３号に規定する大会に係る補助金の額は、補助対象経費から主催者が補助する額を除

いた額に３分の１を乗じて得た額とし、前項の上限額及び端数処理の規定を適用する。

（実施計画書の提出）

第６条 申請者が補助金の交付を受けようとするときは、大野市スポーツ競技及び文化振興に関する全国

大会等の出場費補助事業実施計画書（様式第１号。以下「計画書」という。）を市長に提出しなければ

ならない。

（事業認定）

第７条 市長は、前条の計画書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助対

象事業の認定を行うものとする。

２ 前項の認定を行ったときは、当該申請者に対し、大野市スポーツ競技及び文化振興に関する全国大会

等の出場費補助事業認定通知書（様式第２号）により通知する。

（補助金の申請及び実績報告）

第８条 申請者は、大野市スポーツ競技及び文化振興に関する全国大会等の出場費補助金交付申請書兼実

績報告書（様式第３号。以下「申請書兼実績報告書」という。）に、必要書類を添えて市長に提出しな

ければならない。

（補助金の交付決定）

第９条 市長は、前条に規定する申請書兼実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認め

られたときは、補助金の交付を決定し、補助金等交付指令書を交付するものとする。

（補助金の交付請求）

第１０条 申請者は、前条に規定する補助金の交付を受けようとするときは、大野市スポーツ競技及び文

化振興に関する全国大会等の出場費補助事業交付請求書（様式第４号）を市長に提出しなければならな

い。

（その他）

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。



附 則

（施行期日）

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。

（この要綱の失効）

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。

附 則（令和５年告示第９３号）

この要綱は、告示の日から施行する。



様式第１号（第６条関係）

年 月 日

大野市長 様

住 所

申請者 団 体 名

代表者氏名

「大野市スポーツ競技及び文化振興に関する全国大会等の出場費補助事業」実施計画書

年度において、下記のとおり大野市スポーツ競技及び文化振興に関する全国大会等の出場費補助

事業を実施したいので、審査願います。

記

１ 算定基準額 金 円

２ 補助金交付希望額 金 円

３ 大会名 「 」

４ 大会会場 「 」

５ 添付書類

①出場選手名簿（別紙１）

②事業計画書（別紙２）

③予選会の結果又は推薦を受けたことが分かる書類

④全国大会等開催要項

６ 事務手続担当者

ふ り が な

氏 名

電話番号（自 宅）

（携 帯）



別紙１（第６条関係）

出 場 者 名 簿

出場選手を以下にご記入ください。

No 氏 名 年 齢 住 所 備 考

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

監督及び伴奏者等は以下にご記入ください。（１名まで）

No 氏 名 年 齢 住 所 備 考

１



別紙２（第６条関係）

事 業 計 画 書

１ 補助事業等の名称 大野市スポーツ競技及び文化振興に関する全国大会等の出場費補助事業

２ 事 業 目 的

３ 補助事業等実施

予 定 年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

事業の内容

４ 及 び

経費の区分

事 業 種 目 金 額(円) 事 業 内 容 摘 要

計



様式第２号（第７条関係）

年 月 日

様

大野市長

年度 「大野市スポーツ競技及び文化振興に関する全国大会等の出場費補助事業」

認定通知書

年 月 日付けで計画書の提出がありました 年度大野市スポーツ競技及び文化振興に関す

る全国大会等の出場費補助事業について、認定されたことを通知します。

また、事業終了後は速やかに大野市スポーツ競技及び文化振興に関する全国大会等の出場費補助金交付

要綱第８条の規定に基づき補助金交付申請書兼実績報告書を提出してください。



様式第３号（第８条関係）

年 月 日

大野市長 様

住 所

申請者 団 体 名

代表者氏名

「大野市スポーツ競技及び文化振興に関する全国大会等の出場費補助事業」

交付申請書兼実績報告書

大野市スポーツ競技及び文化振興に関する全国大会等の出場費補助金の交付を受けたいので、大野市ス

ポーツ競技及び文化振興に関する全国大会等の出場費補助金交付要綱第８条の規定により関係書類を添

え、下記のとおり申請及び報告します。

記

１ 申請額 金 円

２ 大会名 「 」

３ 添付書類

①事業実績書（別紙３）

②収支決算書（別紙４）

③領収書等の写し

④大会の結果が分かる書類



別紙３（第８条関係）

事 業 実 績 書

１ 補助事業等の名称 大野市スポーツ競技及び文化振興に関する全国大会等の出場費補助事業

２ 事 業 目 的

３ 補助事業等実施

年 月 日

自 年 月 日

至 年 月 日

事業の内容

４ 及 び

経費の区分

事 業 種 目 金 額(円) 事 業 内 容 摘 要

計



別紙４（第８条関係）

収 支 決 算 書

収入の部 単位：円

支出の部 単位：円

区 分 本年度予算額 決 算 額 比較増減 摘 要

市補助金

参加者負担金

計

区 分 本年度予算額 決 算 額 比較増減 摘 要

計



様式第４号（第１０条関係）

年 月 日

大野市長 様

住 所

申請者 団 体 名

代表者氏名

「大野市スポーツ競技及び文化振興に関する全国大会等の出場費補助事業」

交付請求書

年 月 日付け大野市指令 第 号で交付決定の補助金について、下記

金額を請求します。

記

１ 補助事業等の名称
大野市スポーツ競技及び文化振興に関する全国大

会等の出場費補助事業

２ 補助金交付請求金額 円

３ 振 込 先
普 ・ 当 №

口座名義（フリガナ）


